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●まき餌づりの禁止区域があります 

★青森県では、遊漁によるまき餌づりについて、青森県東部及び西部海区漁業

調整委員会指示により禁止区域を設定しています。 

★令和元年度は、下図の区域が全部又は一部禁止の区域となっています。遊

漁者の皆さんは、漁業の妨げにならないよう、ルールを守って快適な釣りを楽し

みましょう。 

★詳しい情報は、県のホームページをご覧下さい。 
（「青森県水産情報 まき餌」で検索！） 
 

＜まき餌づり禁止に係るお問い合わせ先＞ 

 ●青森県農林水産部水産局水産振興課 

栽培・資源管理グループ 電話０１７－７３４－９５９４ 

 ●青森県海区漁業調整委員会事務局  電話０１７－７３４－９８５１  

 

令和元年度まき餌づり制限委員会指示区域

西津軽郡深浦町横磯、深

浦、広戸及び追良瀬地先

（西共第7号、8号全域）

五所川原市十三地先

（西共第21号、22号の一部）

北津軽郡中泊町小泊地先

（西共第23号、24号の一部）

東津軽郡今別町今別、浜名地先
（西共第27号、28号､59号の一部）

東津軽郡今別町袰月地先
（西共第29号、30号の一部）

（東共第35号、36号の一部）

むつ市関根地先
（東共第33号、34号全域）

下北郡東通村石持地先

（東共第31号、32号の一部）

下北郡東通村白糠地先

（東共第21号、22号の一部）

下北郡東通村小田野沢地先

（東共第21号、22号の一部）

八戸市市川地先

八戸市白銀町、築港街、港町、
新湊及び河原木地先
（東共第7号、8号全域）

八戸市鮫町地先
（東共第5号、6号全域）

一部

全域

むつ市脇野沢地先

（西共第57号、58号､

71号の一部）

むつ市大畑町地先
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令和元年度まき餌づり禁止区域一覧 
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